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次の町有財産について，公募先着順により売払いしますので，購入を希望される方 

は、本説明書の内容および申込みされる物件の現状を十分に承知されたうえでお申し込

みください。 

※ 「公募先着順売払」とは，公募期間中に先に購入申込書を提出し，亘理町に受理さ

れた方に町有財産を売払いすることです。 

 

1 売払物件概要 

物件 ① 

所在地 宮城県亘理郡亘理町字倉庭 1番（465.83㎡） 

宮城県亘理郡亘理町字倉庭 1番 3（32.01㎡） 

宮城県亘理郡亘理町字倉庭 1番 4（1.66㎡） 

宮城県亘理郡亘理町字見田内 17番 57（3.63 ㎡） 

登記地目 宅地 

登記簿面積 503.13 ㎡ 

区域 非線引き都市計画区域、第 1種中高層住居専用地域、日影規制（二） 

建ぺい率 60％ 

容積率 200％ 

埋蔵文化財 該当なし 

上水道の状況 取り出し有り：PPφ30mm 

下水道の状況 取り出し可：公共下水道公共桝設置済 

売払価格 ９，６００，０００ 円 

 

 物件 ② 

所在地 宮城県亘理郡亘理町字中町 1番 1 

登記地目 宅地 

登記簿面積 507.83 ㎡ 

区域 非線引き都市計画区域、商業地域  

建ぺい率 80％ 

容積率 400％ 

埋蔵文化財 文化財保護法の周知の埋蔵文化財包蔵地（亘理要害遺跡（臥牛城跡））

に該当するため、土木工事等を実施する際には必ず届け出が必要に

なります。 

詳しくは別紙「遺跡の中や近くで土木工事を行う際の手続き」をご

確認ください。 

上水道の状況 取り出し有り：PPφ20mm 

下水道の状況 取り出し可：公共下水道公共桝設置済 

売払価格 １３，９００，０００ 円 



2 申込資格 

 （1）個人又は法人のいずれでも申込できます。 

 （2）次の各号のいずれかに該当する方は申込できません。 

   ア．成年後見人又は破産者で復権を得ていない方。 

   イ．次の各法による手続き開始申立てをした者及び第三者によって申し立てを受 

けた方。 

    （あ）破産法（平成 16年法律第 75 号） 

    （い）会社更生法（平成 14年法律第 154号） 

    （う）民事再生法（平成 11年法律第 225号） 

   ウ．暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号） 

第 2条第 6 号に規定する方。 

   エ．無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11年法律第 147 

号）第 5条第 1項の規定による観察処分を受けた団体に該当する方。 

   オ．過去 2年間に普通地方公共団体との契約で不当不正の行為をした者又は、不 

当不正の行為をした者を代理人等として使用した方。 

   カ．入札の広告の日から入札の日までの期間において、亘理町建設工事等入札参 

加者に対する指名停止等に係る措置要綱に基づく入札参加停止措置を受け、そ 

の措置期間中の方。 

   キ．国税及び地方税等において滞納のある者。 

 

3 売払条件 

  次の要件を満たす住宅を建築すること。 

   ① 戸建住宅、共同住宅又は長屋住宅を建築することとし、土地の引き渡しから 

2年を経過する日まで着工しなければならない。この場合において、着工が認 

められない場合は当該土地の返還を求める場合がある。 

② 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第 2 

条第 2号に規定する暴力団その他の反社会的団体及びその構成員がその活動 

のために利用する等公序良俗に反する用途に供してはならない。 

③ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23年法律第 122号） 

第 2条第 1 項に定める風俗営業、同条第 5項に定める性風俗特殊営業その他こ 

れらに類する用途に供してはならない。 

④ 売買物件の所有権を第三者に移転する場合には、②、③の使用禁止を書面に 

より承継させるものとし、当該第三者に対して②、③の定めに反する使用をさ 

せてはならない。 

⑤ ④の第三者が新たな第三者に売買物件を使用させる場合も同様に②、③、④ 

の内容を遵守させなければならない。 

     ⑥ 亘理町が必要と認めるときは、履行の状況を確認するために質問し、立ち入 

り検査を行い、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若



しくは資料の提出を求めることがある。 

⑦ 上記②、③、④、⑤に違反したときは、土地の買戻しをすることができるも 

のとする。なお、買戻しの期間は、売買契約締結日から 5年間とする。 

 

4 申込方法 

  購入希望者は、2.申込資格を確認し、提出書類を作成のうえ所定の日時までに申し 

込んでください。なお、この参加申込の名義人を土地売買契約書の買受人とし、不動 

産登記上の名義人とします。 

 ※ 郵送、電話、FAX、電子メールによる申込みはできません。 

（1）受付日時 令和 6年 4月 9日(火)から令和 6年 5月 31日(金)まで 

         午前 9時から午後 5時まで 

（2）受付場所 〒989-2393 

         宮城県亘理郡亘理町字悠里 1番地 

         亘理町役場財政課 

         TEL 0223-34-0502 

（3）提出書類 

① 町有財産購入申込書（様式 1） 

② 誓約書（様式 2） 

③ 上記①及び②のほか次の書類（いずれも発行後 3カ月以内のもの）が必要と 

 なります。 

  【法人の場合】 

    ア 登記事項証明書（全部事項証明書） 

    イ 印鑑証明書 

    ウ 納税証明書 

       国税・地方税の納税証明書（写し可） 

       ※ 納期未到来分の未納については問題ありません。 

  【個人の場合】 

    ア 住民票（申込者のみ） 

    イ 印鑑登録証明書 

    ウ 納税証明書 

       国税・地方税の納税証明書（写し可） 

       ※ 納期未到来分の未納については問題ありません。 

 

5 購入者の決定方法 

本説明書に示した条件を満たした方で，適正な購入申込書(様式 1)を提出し，亘理 

町に受理された方を購入者と決定し，売払いの通知をします。ただし，同日に購入申 

込書を提出した方が複数いるときは，抽選により購入者を決定します。この場合にお 

いて，抽選できない方がいるときは，当該町有財産の売払いに関する事務に関係の  



ない職員が抽選を行います。 

抽選を行う日時および場所については，後日，亘理町から通知しますので，申込者 

本人またはその代理人の方の参加をお願いします。また，抽選に参加する方は，購入 

申込書の写しおよび身分を明らかにできる書類等のほか，代理人の方が参加する場合 

は委任状をあわせて持参願います。 

 

6 購入申込の取下げ 

  購入申込書(様式 1)を提出した後に購入申込の取下げをしようとする方は，亘理

町から売払いの決定通知を受けた日から７日以内に，町有財産購入申込取下書(様式

3)を購入申込書と同じ受付場所へ直接持参し，提出してください。 

 

7 契約の締結 

  購入者は，亘理町から売払いの決定通知を受けた日から７日以内に売買契約を締 

結しなければなりません。なお，契約書に貼付する印紙は，購入者の負担となりま 

す。 

 

8 契約保証金の納付 

購入者は，契約締結前に売払価格の１０分の１以上の契約保証金を納付しなけれ 

ばなりません。 

 

9 契約保証金の還付 

契約保証金は，売買代金の納入後に還付いたします。なお，還付する契約保証金 

には利息を付しません。 

  購入者は，契約保証金の全部または一部を売買代金に充当することができます。 

また，契約を解除したときまたは購入者の居所が不明となり契約が効力を失ったと 

 きの契約保証金は，亘理町に帰属するものとします。 

 

10 土地売買代金の支払い  

（1）土地売買代金は次のいずれかの方法によりお支払いいただきます。 

①売買契約締結と同時に全額支払う。 

②売買契約締結の際に契約保証金（売買代金の 1割以上）を納付し、契約締結日 

から起算して 30日以内に残額を支払う。 

 

11 所有権の移転及び登記の嘱託 

（1）売買物件の所有権は、購入者が土地売買代金を完納したときに移転するものと

します。 

（2）購入者が土地売買代金を完納し、登記に必要な書類及び所有権移転登記に関す 

る登録免許税分の収入印紙を亘理町に提出した後、亘理町が遅滞なく所有権の移 



転登記を行います。 

（3）売買契約書に貼付する収入印紙、所有権移転登記に関する登記費用及び登録免 

許税等契約締結及び履行に関して必要な一切の費用は、購入者の負担となります。 

 

12 その他条件、注意事項 

（1）売払物件は，現状有姿での引渡しとなります。従って，売払物件には土地上の 

工作物（例 フェンス，擁壁，給水施設，舗装，車止めなど），樹木などが含まれ 

るものであり，越境物がある場合についても現状有姿のまま引き渡すこととなり 

ます。 

（2） 亘理町は越境物の処理について関与しませんので，購入後，相隣関係者間で協 

議してください。契約締結後に越境物の存在が判明した場合も同様です。 

（3）現地説明は行いません。また，物件の説明事項は，調査時点における一般的な 

調査内容を列挙しているものであり，現時点で変更されている場合がありますの 

で，申込みにあたっては，必ずご自身で現地や諸規制の確認を行ってください。 

（4）売買契約締結後に，売払物件に数量の不足またはその他隠れた瑕疵のあること 

が判明した場合でも，契約の解除，売買代金の減額，損害賠償の請求をすること 

はできません。ただし，本契約が消費者契約法（平成１２年法律第６１号）の適 

用を受ける場合は，売払物件の引渡しの日から２年間に限り売買代金の減額等に 

ついて、購入者と協議いたします。 

 


